
平成 27 年度 

汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

定期総会 
 
                                     平成 27 年 4 月 23 日(木) 

                                      午後 7:00～9:00 

                                               汐見台小学校ランチルーム 

 

 

１． 開会のことば 

 

２． 会長のことば 

 

３． 議長選出 

 

 

４． 議事 

   

(１) 平成 26 年度事業報告 

(２) 平成 26 年度収支決算報告及び会計監査報告 

(３) 新役員の承認 

(４)  平成 27 年度事業計画(案) 

(５)  平成 27 年度事業予算(案) 

(６)  質疑応答 

 

 

５． 議長解任 

 

６． その他 

 

７． 閉会のことば 

 



【平成 26 年度 事業報告】 
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汐見台小学校あいさつ見守り隊参加 

総会 

第１回理事会 

第１回なぎさの子村まつり実行委員会 

子育ち・子育て出前講座｢シリーズ１」 

汐見台小学校ＰＴＡ通学路点検 

第２回なぎさの子村まつり実行委員会 

なぎさの子村まつり村長会議 

第２回理事会 

親子つり大会(高波のため中止) 

松浪中学校ＰＴＡ夜間パトロール 

おはようビーチクリーン参加 

第 3回なぎさの子村まつり実行委員会 

浪中・汐小生徒の打ち合わせ 

おはようビーチクリーン参加 

松浪地区盆踊り大会模擬店参加 

おはようビーチクリーン参加 

第 4回なぎさの子村まつり実行委員会 

第 5回なぎさの子村まつり実行委員会 

子育ち・子育て出前講座｢シリーズ 2」 

なぎさの子村まつり前日準備 

なぎさの子村まつり・子ども大会① 

第３回理事会 

松浪地区社協福祉ふれあいまつり模擬店参加 

第 6回なぎさの子村まつり実行委員会反省会 

なぎさの子村まつり実行委員会慰労会 

松浪中学校地域ふれあいの日講座参加 

汐見台小学校自転車とまれステッカー貼り 

第４回理事会 

小和田公民館祭り模擬店参加 

子ども大会②「松浪中学生から教わろう」 

第５回理事会 

12/1 

3/31 

広報「なぎさの子」第 8号発行 

広報「なぎさの子」第 9号発行 

 プラザしおみだい参加 

汐見台小学校あいさつ見守り隊連絡会 

4/14, 6/9, 9/8 ,11/10, 1/19, 3/3 

子どもを守る地域の会参加 

役員会 4/9 、10/15 、12/29、 3/2 

 

7/26 ～7/28 

8/20 

11/3 

12/13 

1/13 

≪青少年指導員の活動≫ 

青少年育成健全ポスター展示 

愛のパトロール 

市民ふれあいまつり参加 

青少年指導員「青少年育成のつどい」 

青少年指導員「成人のつどい」 

     



会長　中東　恵子
（収入の部）

項　　目 予算 実績 増減 備考
前年度繰越金 77,467円 77,467円 0円
市からの補助金 72,000円 72,000円 0円
会費（自治会連合会より） 14,700円 14,790円 90円 10円×世帯数
子ども大会委託金 80,000円 80,000円 0円
活動収入 0円 15,000円 15,000円 福祉まつり
雑収入 0円 0円 0円
利息 0円 20円 20円 ８月、２月
合計 244,167円 259,277円 15,110円

（支出の部）

項　　目 予算 支出の部 増減 備考
会議費 15,000円 5,813円 -9,187円 役員会、理事会、総会等
事務費 15,000円 7,634円 -7,366円 印刷、コピー、他
ＰＲ活動費 25,000円 21,500円 -3,500円 広報紙、他
行事活動費 90,000円 49,304円 -40,696円 各行事準備、開催等
備品費 10,000円 1,317円 -8,683円 ゴム印
分担金 3,000円 3,000円 0円 子どもを守る地域の会
子ども大会 80,000円 81,099円 1,099円 コムギン、うちわ他
予備費 6,167円 0円 -6,167円
合計 244,167円 169,667円 -74,500円

収入合計（259,277円）　－　支出合計（169,667円）　＝　残高（89,610円）

残高 89，610円は平成２７年度に繰り越します。

「会計」

㊞

㊞

監査の結果、上記の通り相違ないことを認めます。

「会計監査」

㊞

㊞

平成２ ６ 年度　 汐見台小学校区青少年育成推進協議会決算書

平成27年4月9日



 

【平成 27 年度 事業計画】 (案) 
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・必要に応じて随時開催する。 

・青少年育成活動の推進のための事業・研修会・講習会・勉強会など適宜

おこなう。 

4/6 

4/23 

5/ 

5/ 

6/ 

7/ 

7/ 

7/17  

7/ 

8/ 

8/ 

9/ 

10/4 

10/ 

10/ 

11/ 

1/ 

2/ 

3/ 

3/ 

汐見台小学校あいさつ見守り隊参加 

総会 

第１回理事会 

第１回なぎさの子村まつり実行委員会 

汐見台小学校ＰＴＡ通学路点検 

第２回理事会 

親子つり大会 

松浪中学校ＰＴＡ夜間パトロール 

第２回なぎさの子村まつり実行委員会 

松浪地区盆踊り大会模擬店参加 

第３回なぎさの子村まつり実行委員会 

第４回なぎさの子村まつり実行委員会 

第２回 なぎさの子村まつり・子ども大会① 

第３回理事会 

松浪地区社協福祉ふれあいまつり模擬店参加 

松浪中学校地域ふれあいの日参加 

第４回理事会 

小和田公民館祭り模擬店参加 

子ども大会② 

第５回理事会 

12 月 

3月 

広報「なぎさの子」第 10号発行 

広報「なぎさの子」第 11号発行 

 プラザしおみだい参加 

汐見台小学校あいさつ見守り隊連絡会 

子どもを守る地域の会参加 

 ≪青少年指導員の活動≫ 

青少年育成健全ポスター展示 

愛のパトロール 

市民ふれあいまつり参加 

青少年指導員「青少年育成のつどい」 

青少年指導員「成人のつどい」 

 

 

 

 

 



会長　　中東　恵子

備考

項目 金額 項目 金額

前年度繰越金 89,610円 会議費 15,000円 役員会・理事会・総会等

会費(自治会連合会より) 14,700円 事務費 15,000円 印刷・コピー・他

市より補助金 72,000円 PR活動費 30,000円 広報紙・他

活動収入 0円 行事活動費 90,000円 親子つり大会・なぎさの子村まつり他

子ども大会委託金 80,000円 備品費 10,000円

分担金 3,000円 子どもを守る地域の会費

子ども大会 80,000円

予備費 13,310円

収入合計 256,310円 支出合計 256,310円

収入 支出

平成27年度汐見台小学校区青少年育成推進協議会予算（案）



汐見台小学校区青少年育成推進協議会　会則

第一条　名称及び事務所

本会は、茅ヶ崎市汐見台小学校区青少年育成推進協議会と称し、事務所を会長宅

に置く。

第二条　目的

本会は、汐見台小学校区の青少年関係の各種団体及び個人が相互に連携し、青少

年育成活動を推進することを目的とする。

第三粂　活動

本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

l・青少年を取り巻く社会製重宝肇備する。

2・青少年越開成を行う。
3.青少年の団体活動を支援するh

4.学校及び青少年関係機関との連絡連携・親睦に努める。

5.地域の青少年の非行防止活動を行う。

6.本会理解のためのPR活動を行う。

7.その他、青少年の育成のために必要な活動を行う。

第四条　組織

本会は、汐見台小学校区に関係する各種団体ならびに個人をもって組織と

する。

第五条　　役員

本会は、次の役員を置く。

1.役員　会長l名、副会長2名、書諮2名、会計2名、会計監査2名、

事務局若干名。

2.理事　第四条の中より選出された会員。

第六条　役員の選出

推薦委員会を設け、理事の中より役員を推薦し、総会において承認を得る。

推薦委員会は、自治会長2名、小・中恥2名、民生委員l名で組織する。



第七条　役員の任務

本会の役員は、次の任務を遂行する。

l.会長は、本会を代表し、一切の任務を統括し、会議を招集する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代行する。

3.会計は、本会の会計事務を行うと共に、総会及び必要あるときその結果を報

告する。

4.書記は、本会の記録を行う。

5.会計監査は、本会の会計を監査する。

6.事務局は、本会の事務を行う。

第八条　役員の任期

本会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第九条　会議

l.会議は、役員会、理事会、総会とする。

乞.役員会、理事会は、会長の招集により随時開催する。

3.総会は、年l回開催することとし、理事の半数以上の出席をもって成立する。

但し、委任も認める。

第十条　　会計

本会の運営は会費、補助金、その他をもってあてる。

第十一条　会計年度

本会の会計年度は、4月l日より始まり、翌年3月31日までとする。

第十二条　規約の改定

本会則は、総会において理事の213以上の同意を得て改正することができる。
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